
令 和 ８ 年 ３ 月 後 期 定 例 会 議事録 

・開催日時 令和８年３月 24 日（火曜日） 16 時 15 分～17 時 10 分 

・開催場所 人事委員会室   

・出 席 者 （委 員）江崎委員長 坂本委員 内田委員 

     （事務局）小林事務局長 本多副事務局長 寺﨑人事主幹  

山川係長 古賀係長 坂本係長 横山主事 

 

議事事項１ 令和８年３月前期定例会議事録について 

佐賀県人事委員会議事規則第７条第２項の規定に基づき、前回定例会の議事録について、

承認することを決定した。 

 

議事事項２ 佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の改正に基づく

運用通知の一部改正等について 

佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する以下の規則等の改正に基づく運用通

知の一部改正等について、事務局から説明があり、原案のとおり決定した。 

（１）医療職給料表（二）の適用を受ける保健師、助産師、看護師及び准看護師の初任

給等の決定について（通知）の一部改正 

（２）教育職給料表の適用を受ける職員の号給の決定について（通知）の廃止 

 

議事事項３ 佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則の一部を改正す

る規則について 

佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則の一部を改正する規則につい

て、事務局から説明があり、原案のとおり決定した。 

 

議事事項４ 佐賀県職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則について 

佐賀県職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則について、事務局から説明があ

り、原案のとおり決定した。 

 

議事事項５ 昭和５２年及び５９年佐教組事案に係る不利益処分についての審査請求の

棄却等について 

佐教組２事案（昭和 50．11．29 等統一行動事案、昭和 52．4．15 等統一行動事案）につ

いて、事務局から、当該審査請求人の所在調査を行い、死後１年以上経過し、相続人等か

ら継承の届出がなされなかったもの等について、不利益処分についての審査請求に関する

規則第 12 条第１項第３号又は第４号に該当すると認め、本件審査を打ち切り、本件審査請

求を棄却する旨説明があり、原案のとおり決定した。 

 

議事事項６ 昭和５０年高教組事案に係る不利益処分についての審査請求の棄却等につ

いて 

高教組事案（昭和 50．11．28 等統一行動事案）について、事務局から、当該審査請求人

の所在調査を行い、死後１年以上経過し、相続人等から承継の届出がなされなかったもの

について、不利益処分についての審査請求に関する規則第 12 条第１項第３号に該当すると

認め、本件審査を打ち切り、本件審査請求を棄却する旨説明があり、原案のとおり決定した。 



報告事項１ 公務公共サービス労働組合協議会地方公務員部会等からの要請書について 

公務公共サービス労働組合協議会地方公務員部会等からの要請書について、事務局から

報告があった。 

 

報告事項２ 令和８年度佐賀県職員採用試験〔民間型選考枠・スポーツ特別枠〕の申込

状況について 

令和８年度佐賀県職員採用試験〔民間型選考枠・スポーツ特別枠〕の申込状況について、

事務局から報告があった。 

 

報告事項３ 佐賀県教育委員会における業務量管理・健康確保措置実施計画（案）につ

いて 

佐賀県教育委員会における業務量管理・健康確保措置実施計画（案）について、事務局

から報告があった。 

 

その他 

１ 行事予定について 


